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招集ご通知

証券コード　6040
2024年10月２日（電子提供措置開始日　2024年９月27日）

株　主　各　位
長野県北安曇郡白馬村大字北城6329番地１

日本スキー場開発株式会社
代表取締役社長 鈴 木 周 平

第19回定時株主総会招集ご通知

　当社ウェブサイト　https://www.nippon-ski.jp/

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第19回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電
子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブ
サイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「招集通知」を順にご選択いただき、
ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲
載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「日本スキー場開発」又は「コ
ード」に当社証券コード「6040」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択し、
「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、書面（郵送）またはインターネットで議決権を行使される場合は、お手数ながら、株主総会参考
書類をご検討のうえ、３頁の方法により2024年10月18日（金曜日）午後６時までに議決権を行使してく
ださいますようお願い申しあげます。

敬具
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招集ご通知

１．日 時 2024年10月19日（土曜日）午前10時
受付開始時刻　午前9時30分

２．場 所 長野県長野市南石堂町1346
ホテルメトロポリタン長野 ２階 「千曲」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第19期（2023年８月１日から2024年７月31日まで）事業報告、連結計算書類な

らびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第19期（2023年８月１日から2024年７月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

剰余金の処分の件
取締役７名選任の件
ストック・オプションとしての新株予約権発行の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
　(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示

がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効な

ものとしてお取り扱いいたします。
(3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、

インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(4)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主

総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了
承ください。

記

以　上
当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申しあげます。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイト

において、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。
本株主総会において、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りい

たします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および定款第15条の規定に基づき、
お送りする書面には記載しておりません。①事業報告の「主要な借入先の状況」、「その他企業集団の現況に関
する重要な事項」、「新株予約権等の状況」、「責任限定契約の内容の概要」、「会社の支配に関する基本方
針」、「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」および②連結計算書類の「連結株主資本
等変動計算書」、「連結注記表」ならびに③計算書類の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計
算書」、「個別注記表」および「計算書類に係る会計監査報告」

なお、監査役および会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。

【ご案内】本総会終了後、同会場において株主様向け事業説明会を開催いたします。また、2024年11月
９日（土曜日）午後２時より個人株主様向け会社説明会をWEBにて開催いたしますので、是非ご参加くだ
さいますようお願い申しあげます。なお、ご参加方法は、本招集ご通知とあわせてお送りする「個人株主
様向け会社説明会のご案内」をご参照ください。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま
す。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に議案の賛否をご
表示のうえ、切手を貼らずにご投函
ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年10月19日（土曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）

2024年10月18日（金曜日）
午後６時到着分まで

2024年10月18日（金曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・３号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。議決権行使書において、議案の賛否の表示がなされない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。また、
インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができ
ます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワー
ド」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パ
スワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
　当社は、株主の皆様への利益還元については、重要な経営課題の一つであると認識しており、将来
の事業展開と財務体質の強化等を考慮しながら、安定した配当を継続実施していく方針であります。
　第19期の期末配当につきましては、連結業績を勘案して、次のとおり１株につき前期に比べ３円
増配の10円としたいと存じます。

1.  配当財産の種類
　  金銭
2．配当財産の割当に関する事項及びその総額
　  当社普通株式１株につき金10円
　  配当総額　152,254,510円
3．剰余金の配当が効力を生じる日
　  2024年10月21日

－ 5 －



2024/09/19 10:55:20 / 24110603_日本スキー場開発株式会社_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　  要 　  な 　  兼 　  職 　  の 　  状 　  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

再 任

すず

鈴
 

　
 

 
き

木
 

　
 

 
しゅう

周
 

　
 

 
へい

平
(1976年11月10日)

    2006年    7 月 日本駐車場開発㈱入社
    2007年    10月 同社取締役
    2010年    10月 当社取締役
    2011年    3 月 川場リゾート㈱代表取締役社長
    2012年    8 月 当社代表取締役社長（現任）
    2012年    10月 川場リゾート㈱取締役会長
    2012年    11月 白馬観光開発㈱取締役
    2013年    10月 日本駐車場開発㈱常務取締役
    2014年    10月 めいほう高原開発㈱取締役
    2015年    11月 ㈱ハーレスキーリゾート取締役
    2017年    10月 白馬観光開発㈱取締役、㈱岩岳リゾート取締

役、栂池ゴンドラリフト㈱取締役
    2019年    10月 めいほう高原開発㈱取締役会長
    2020年    10月 めいほう高原開発㈱取締役
    2021年    6 月 ㈱北志賀竜王取締役（現任）
    2021年    10月 ㈱ハーレスキーリゾート取締役
    2022年    10月 白馬観光開発㈱取締役（現任）、㈱鹿島槍取締

役（現任）

264,017株

（取締役候補者とした理由）
　同氏は2010年10月に当社取締役に、2012年８月に当社代表
取締役社長に就任して以来、当社グループの経営を指揮し、企
業経営・事業戦略に関する豊富な経験と幅広い見識を有してい
ることから、当社の経営に必要不可欠な人材と判断し、引き続
き取締役として選任をお願いするものであります。

第２号議案 取締役７名選任の件
　取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役７名
の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 6 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　  要 　  な 　  兼 　  職 　  の 　  状 　  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

2

再 任

いわ

岩
 

 
もと

本
 

 
りゅう

竜
 

 
じ

二
 

 
ろう

郎
( 1 9 6 8 年 4 月 3 日 )

    1996年    10月 日本駐車場開発㈱入社
    2004年    10月 同社取締役
    2007年    10月 同社常務取締役
    2010年    8 月 同社東海本部長
    2011年    6 月 同社営業統括本部長
    2013年    8 月 同社東日本本部長
    2018年    10月 同社広島支社長
    2020年    6 月 同社名古屋支社長
    2021年    8 月 当社グループ事業統括室長、白馬観光開発㈱営

業統括室長
    2021年    10月 当社取締役（現任）、白馬観光開発㈱取締役、

㈱岩岳リゾート取締役（現任）、栂池ゴンドラ
リフト㈱取締役

    2022年    5 月 ㈱鹿島槍取締役
    2022年    10月 栂池ゴンドラリフト㈱代表取締役社長、㈱ハー

レスキーリゾート取締役（現任）
    2023年    10月 栂池ゴンドラリフト㈱取締役会長（現任）
    2024年    5 月 ㈱鹿島槍代表取締役社長（現任）

558株

（取締役候補者とした理由）
　同氏は日本駐車場開発㈱入社以来、同社グループの経営にお
いて、とりわけ国内駐車場事業の推進を積極的に指揮し、日本
有数の駐車場運営会社に成長させるなど、当社の事業を更に発
展させるために必要な経験と幅広い見識を有していることか
ら、当社の経営に必要不可欠な人材と判断し、引き続き取締役
としての選任をお願いするものであります。
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　  要 　  な 　  兼 　  職 　  の 　  状 　  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

３

再 任

たか

高
 

　
やなぎ

柳
 

　
ひろ

寛
 

　
き

樹
(1976年6月21日)

    1997年    9 月 ㈱ウェブハット・コミュニケーションズ代表取
締役社長

    2001年    3 月 立教大学大学院社会学研究科社会学専攻博士課
程修了 修士（社会学）

    2001年    4 月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科・同大
学社会学部メディア社会学科他 兼任講師

    2006年    6 月 アロワナパートナーズ㈱代表取締役CEO（現
任）

    2007年    5 月 ㈱高寿商事 取締役ファウンダー（現任）
    2016年    4 月 立教池袋中学高等学校／特別兼任講師（現任）
    2016年    6 月 ガーディアン・アドバイザーズ㈱ パートナー

兼 IT前提経営アーキテクト（現任）
    2019年    4 月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 准教授

（特別任用）社会学部メディア社会学科（兼
担）

    2021年    10月 当社社外取締役（現任）
    2023年    4 月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 客員准

教授社会学部メディア社会学科(兼担) (現任)

0株

（取締役候補者とした理由）
　同氏は2021年10月より当社の独立社外取締役として、また
IT・デジタルテクノロジーやデジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）の分野における企業経営経験や豊富な知見を基に専
門的な観点から取締役の職務執行に関する監督、助言等を頂い
て参りました。この度、当社のDX戦略を更に推進すべく、同
氏には業務執行取締役として、当社の発展に寄与いただくこと
を期待し、選任をお願いするものであります。
　同氏が選任された場合、管理本部よりIT部門を独立させた、
デジタル戦略統括室をご担当いただく予定であります。

－ 8 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　  要 　  な 　  兼 　  職 　  の 　  状 　  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

４

再 任

あつ

渥
 

　
 

 
み

美
 

　
 

 
けん

謙
 

　
 

 
すけ

介
(1984年12月13日)

    2007年    4 月 日本駐車場開発㈱入社
    2011年    12月 日本自動車サービス㈱（現 日本自動車サービス

開発㈱）代表取締役社長
    2014年    8 月 ㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役
    2016年    10月 日本駐車場開発㈱取締役
    2018年    10月 同社常務取締役（現任）、日本自動車サービス

開発㈱取締役
    2018年    11月 日 本 駐 車 場 開 発 ㈱ 管 理 本 部 長 （ 現 任 ） 、

NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND） CO., LTD. Director、NPD 
Healthcare Service(Thailand) Co., Ltd. 
Director

    2020年    8 月 藤和那須リゾート㈱ 監査役
    2020年    10月 NPD Korea Co., Ltd. 監事、当社取締役（現

任）
    2022年    5 月 スマートグリーンエネルギー㈱代表取締役社長

（現任）
    2022年    10月 日本テーマパーク開発㈱取締役
    2022年    12月 スマートグリーンエネルギー那須㈱代表取締役

社長（現任）
    2024年    4 月 スマートグリーンエネルギー片品㈱代表取締役

社長（現任）

0株

（取締役候補者とした理由）
　同氏は日本駐車場開発㈱において会社経営ならびに最高財務
責任者として、豊富な実務経験を生かした当社経営戦略等への
提言等をいただくことで取締役会のさらなる機能強化を図るこ
とが期待できるため、取締役として適任であると判断し、引き
続き取締役として選任をお願いするものであります。なお、同
氏は当社の業務執行を行わない取締役候補者であります。

－ 9 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　  要 　  な 　  兼 　  職 　  の 　  状 　  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

5 再 任

社 外

独 立

い

伊
 

　
 

 
とう

藤
 

　
 

 
ゆう

裕
 

　
 

 
じ

司
(1963年10月１日)

    1987年    4 月 大和証券㈱入社
    1991年    12月 INSEAD MBA取得
    1992年    9 月 大和ヨーロッパ出向
    1999年    12月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールド

マン・サックス証券㈱）入社
    2007年    12月 同社マネージング・ディレクター
    2014年    7 月 ㈱WINgs取締役
    2014年    7 月 ㈱AILE取締役（現任）
    2019年    10月 当社社外取締役（現任）
    2024年    1 月 ㈱WINgs代表取締役（現任）

0株
（選任理由および期待される役割の概要）
　伊藤裕司氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は会社経
営について豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活か
して特に経営戦略、金融・ファイナンスについて専門的な観点
から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを
期待したためであります。
　また、同氏が選任された場合、任意の指名・報酬委員として
当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・
中立的立場で引き続き関与いただく予定です。

－ 10 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　  要 　  な 　  兼 　  職 　  の 　  状 　  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

６ 再 任

社 外

独 立

くさ

草
 

　
もと

本
 

　
とも

朋
 

　
こ

子
(1969年10月10日)

    1993年    4 月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド
（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入
社

    1998年    6 月 UC Berkeley MBA取得
    1998年    7 月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールド

マン・サックス証券㈱）入社
    2017年    4 月 （一財）白馬インターナショナルスクール設立

準備財団 代表理事
    2021年    10月 当社社外取締役（現任）
    2022年    4 月 （一財）白馬インターナショナルスクール 代表

理事
    2024年    4 月 （学）白馬インターナショナルスクール　理事

長（現任）

0株
（選任理由および期待される役割の概要）
　草本朋子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は会社経
営に関与された経験はありませんが、金融業界においてグロー
バルな投資業務に従事しながら、経営学博士号（MBA）を取得
するなど、金融・ファイナンスおよび海外事業について豊富な
知見を有するだけでなく、現在は、白馬村に在住され、地域社
会における教育の発展を目指して中高一貫のインターナショナ
ルスクールを運営されていることなどから、多様な視点で取締
役の職務執行に関する監督、助言等いただくことを期待したた
めであります。
　また、同氏が選任された場合、任意の指名・報酬委員として
当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・
中立的立場で引き続き関与いただく予定であります。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　  要 　  な 　  兼 　  職 　  の 　  状 　  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

7 再 任

社 外

独 立

あら

荒
 

　
き

木
 

　
たか

隆　
し

司
(1957年６月16日)

    1981年    4 月 ㈱東京銀行（現 三菱UFJ銀行）入行
    1991年    9 月 スパークス投資顧問㈱（現 スパークス・グルー

プ㈱）入社
    1992年    5 月 同社常務取締役
    1995年    1 月 ㈱インテラセット代表取締役（現任）
    2004年    9 月 エイベックス㈱上級執行取締役
    2009年    5 月 エイベックス・グループ・ホールディングス㈱

（現 エイベックス㈱）代表取締役専務
    2012年    7 月 ㈱ドワンゴCOO最高執行責任者
    2012年    12月 ㈱ドワンゴ代表取締役社長
    2014年    10月 ㈱KADOKAWA・DWANGO（現 ㈱KADOK

AWA）取締役
    2016年    4 月 ㈻角川ドワンゴ学園専務理事

0株
    2019年    10月 日本テーマパーク開発㈱（当社兄弟会社）社外

取締役（現任）
    2023年    10月 当社社外取締役（現任）

（選任理由および期待される役割の概要）
　荒木隆司氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は会社経
営に関与された経験が豊富で、とりわけインターネットサービ
スや総合エンターテインメント事業等に精通されていることか
ら、当社の今後のサービス展開や更なる事業の発展を企図して
いくうえで、多様な視点で取締役の職務執行に関する監督、助
言等いただくことを期待したためであります。
　また、同氏が選任された場合、任意の指名・報酬委員として
当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・
中立的立場で引き続き関与いただく予定であります。

（注）１. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 各候補者が所有する当社の株式の数には、日本スキー場開発役員持株会名義の実質所有株式数が含ま

れております。
３．伊藤裕司氏、草本朋子氏および荒木隆司氏は、社外取締役候補者であります。
４．岩本竜二郎氏および渥美謙介氏は、過去10年以内において、当社親会社である日本駐車場開発㈱の業

務執行者であった、または業務執行者であります。なお、両氏の同社における過去10年間の地位およ
び担当は、上記「略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）」欄に記載のとおりであ
ります。

－ 12 －
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取締役選任議案

【参考】スキルマトリックス

主な専門性とバックグラウンド（取締役及び監査役に期待する知見・経験）

氏 名
企業

経営

営業・

マーケ

ティン

グ

レジャ

ー・

アウト

ドア

開発・

不動産

財務・

会計

M&A・

金融・

ファイ

ナンス

法務・

リスク

マネジ

メント

人事・

労務

グロー

バル・

国際性

地方

創生

IT・

デジタ

ルテク

ノロジ

ー

ESG・

サステ

ィナビ

リティ

教育・

研究

鈴木 周平 ● ● ● ● ●

岩本 竜二郎 ● ● ●

高柳 寛樹 ● ● ● ● ● ● ● ●

渥美 謙介 ● ● ● ● ●

伊藤 裕司 ● ● ● ●

草本 朋子 ● ● ● ● ●

荒木 隆司 ● ● ●

竹田 正幸 ● ● ●

瀬戸 卓 ● ●

吉川 愛 ● ●

５．荒木隆司氏は当社兄弟会社の日本テーマパーク開発㈱の社外取締役を兼務しておりますが、非業務執
行取締役であるため、当社の社外取締役候補としての要件を満たしております。

６. 当社は渥美謙介氏、伊藤裕司氏、高柳寛樹氏、草本朋子氏および荒木隆司氏との間で、会社法第427
条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該
契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としておりま
す。なお、各氏の再任が承認された場合には、業務執行取締役への異動を予定する高柳寛樹氏を除
き、当該契約を継続する予定であります。

７. 伊藤裕司氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結
の時をもって、５年となります。草本朋子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役
としての在任期間は、本総会終結の時をもって、３年となります。また、荒木隆司氏は、現在当社の
社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、１年となりま
す。

８. 当社は取締役候補者の伊藤裕司氏、高柳寛樹氏、草本朋子氏および荒木隆司氏を㈱東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。各氏の再任が承認された場合、当社は業務
執行取締役への異動を予定する高柳寛樹氏を除き、引き続き各氏を独立役員とする予定であります。

－ 13 －
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第３号議案　ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
　会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、下記のとおり、当社の取締役（非業務 
執行取締役を除く）および従業員に対しストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項 
の決定を取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。
　また、当社の取締役（非業務執行取締役を除く）に対する新株予約権の割当てにつきましては、会
社法上の報酬等に該当いたします。現在ご承認いただいております、当社の取締役の金銭による報酬 
額とは別枠で、取締役（非業務執行取締役を除く）に対してストック・オプションとして新株予約権 
を発行することについても、併せてご承認をお願いするものであります。ストック・オプションとし
ての報酬額は、新株予約権１個当たりの公正価値に取締役に割り当てる新株予約権の予定上限数
（800個）を乗じた金額を上限とします。この公正価値につきましては、新株予約権の公正価値の算
定のために一般的に利用されている数式を用いて算定するものといたします。なお、取締役の個人別
報酬等の決定に関する方針に沿うものであること、および、当社の任意の報酬委員会からの答申を得
ていることから、本議案は相当と判断するものであります。

１．特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
　当社の取締役（非業務執行取締役を除く）および従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高
め、企業価値をさらに向上させることを目的として、当社の新株予約権を無償で発行付与するもので 
す。

２．新株予約権の内容および数の上限等
（１）新株予約権の割当を受ける者
　当社の取締役（非業務執行取締役を除く）および従業員とします。現在当社の非業務執行取締役５
名（うち社外取締役４名）を除く取締役の員数は２名であり、第２号議案「取締役７名選任の件」が
原案どおり可決されますと、非業務執行取締役４名（うち社外取締役３名）を除く取締役の員数は３
名となります。
（２）新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式80,000株（うち、当社取締役（非業務執行取締役を除く）については50,000株）を上
限とします。
　なお、新株予約権１個当たりの目的となる普通株式数は100株とし、当社が、株式分割（当社普通
株式の株式無償割当を含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権の
うち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
　　　　　　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

－ 14 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告

2024/09/19 10:55:20 / 24110603_日本スキー場開発株式会社_招集通知_電子提供措置用

ストック・オプション発行議案

　また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得な
い事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとしま
す。
（３）発行する新株予約権の総数
　800個（うち、当社取締役（非業務執行取締役を除く）については500個）を本総会の日から１年
以内に発行する新株予約権の上限とします。
（４）新株予約権の払込金額
　本総会の委任に基づき募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、払込金額は無償（新
株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しないもの）とします。
（５）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株当たりの払込金額
（以下｢行使価額」といいます｡）に（２）に定める新株予約権１個当たりの目的たる株式の数を乗じ
た金額とします。
　行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除きます｡）の東
京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下｢終値」といいます｡）の平均値に1.05を
乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ｡）又は新株予約権の割当日の前日の終値（終値がない場合
は、それに先立つ直近日の終値）のいずれか高い額とします。
　なお、割当日後、当社が、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整 
し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分割・併合の比率

　また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（時価発行
として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除きます｡）は、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行株式数×１株当たり払込金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行　＋　―――――――――――――――――
　　　　　　調整後　　　　調整前　　　　　株式数　　　　　　　　　　時　価
　　　　　　行使価額　＝　行使価額　×　――――――――――――――――――――――――
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新規発行株式数
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　なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己
株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとしま
す。その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。
（６）新株予約権を行使することができる期間
　割当日後２年を経過した日から2031年10月31日までとします。
（７）新株予約権の行使条件
　①権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は当社の関連会社
　　の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要するものとします。ただし、当
　　該新株予約権者が、任期満了により退任した場合及び定年により退職した場合その他正当な理由

があると取締役会が認めた場合は、新株予約権を行使することができるものとします。また、新
株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合、及び当社又は当社子会社に適用のある法令又は定
款若しくは社内規程に違反する等して新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当で
ないと取締役会が判断した場合には、その権利を行使することはできないものとします。

　②権利を与えられた者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株
　　予約権の１個未満の行使はできないものとします。
　③権利を与えられた者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のい
　　ずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会において当該新株予約権者による権利行使
　　を認めることがない旨の決議をすることができます。この場合、当該新株予約権は会社法第287
　　条の規定に基づき消滅するものとします。
（８）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関す
　る事項
　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が
生じた時は、その端数を切り上げるものとします。
　また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資
本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
（９）新株予約権の取得に関する事項
　①権利を与えられた者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員の
　　いずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保
　　有する新株予約権を無償で取得することができます。
　②以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場

合）、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
（ⅰ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
（ⅱ）当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
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（ⅲ）当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
　③当社は、取締役会が別途定める日が到来した時に、新株予約権の全部又は一部を無償で取得する
　　ことができます。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得
　　する新株予約権の一部を決定します。
（10）新株予約権の譲渡制限
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
（11）組織再編行為時における新株予約権の取扱い
　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交換又 
は株式移転（以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組織再編
行為の効力発生時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」といいます。）の新株予
約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社
（以下「再編対象会社」といいます。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することと
します。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に
おいて定めた場合に限るものとします。
　①交付する再編対象会社の新株予約権の数
　　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
　　します。
　②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
　　再編対象会社の普通株式とします。
　③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
　　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（２）に準じて決定します。
　④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額およびその算定方法
　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
　　の上、上記（５）で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の１株当たりの
　　払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権１個の目的となる再編対象会社の株式の数
　　を乗じて得られる金額とします。
　⑤新株予約権を行使することができる期間
　　上記（６）に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
　　日のいずれか遅い日から、上記（６）に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日
　　までとします。
　⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
　　事項
　　上記（８）に準じて決定します。
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　⑦新株予約権の行使の条件
　　上記（７）に準じて決定します。
　⑧新株予約権の譲渡制限
　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとしま
　　す。
　⑨新株予約権の取得に関する事項
　　上記（９）に準じて決定します。

 以上
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当事業年度の事業の状況/対処すべき課題/直前３事業年度の財産及び損益の状況

( 2023年 8 月 1 日から
2024年 7 月31日まで )
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過および成果
当事業年度における当社グループの業績の状況は、以下のとおりでした。

（ウィンターシーズン）
当ウィンターシーズン（2023年12月から2024年５月上旬）は、11月下旬の自然降雪および

継続投資してきた人工降雪機により、例年より早いオープンとなりましたが、それ以降気温が
上昇し、全てのコースが滑走可能となったのは１月上旬となりました。２月以降も自然降雪は
限定的であったものの、３月にまとまった降雪があったことから、HAKUBA VALLEY白馬八
方尾根スキー場及びつがいけマウンテンリゾートでは5月上旬まで春スキーを楽しんでいただ
けました。

来場者動向について、白馬エリアだけでなく他エリアにおいてもインバウンドのお客様が想
定以上に増加したこと等により、インバウンドの来場者数は304千人とコロナ禍前の18-19シ
ーズン（231千人）より約32％上回る結果となりました。これらに加え、国内のスキー人口創
出を目的とした中期的な取り組みとして、ファミリーでスキー場へ遊びに来やすい環境づくり
として、小学生及び未就学児のお子様を対象としたシーズン券が無料となる「NSDキッズプロ
グラム」を今シーズンも継続し、会員数は3.4万人と前シーズンの2万人から大きく伸長しまし
た。

これらの結果、当ウィンターシーズンの来場者数合計は、1,651千人（前ウィンターシーズ
ン比12.7％増）となり、コロナ禍前の18-19シーズン（1,598千人）より3.3％上回る結果とな
りました。

（グリーンシーズン）
当グリーンシーズン（2023年８月から同年11月上旬、2024年４月下旬から同年７月）は、

新型コロナウイルス感染症が収束し５類への引き下げ後初めての夏を迎えるとともに、夏休み
前に都市圏中心にて実施した大型の広告宣伝効果もあり、各リゾート共に多数のお客様にご利
用いただきました。８月においてはお盆期間も盛況となり、９月も天候に恵まれ観光需要は高
い水準が維持されました。10月は猛暑に伴う紅葉シーズンの後ずれや週末の雨天が続きました
が、索道を稼働した施設の来場者数は好調であった昨年並を維持しました。また、本年のゴー
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ルデンウィーク期間も好調に推移し、７月において懸念していた梅雨も昨年より早く明けて、
夏休み前半も好調に推移しました。その結果、グリーンシーズンの来場者数は473千人と昨年
に続き、過去最高を達成することができました。

これらにより、連結業績の売上高は8,245,338千円(前期比19.5％増）となり、営業利益は
1,552,455千円（前期比49.8％増）、経常利益は1,554,002千円（前期比44.2％増）、親会社
株主に帰属する当期純利益は1,093,845千円（前期比14.8％増）となりました。

（今後の取り組み）
これまで当社グループはウィンターシーズンの取り組みとして、暖冬小雪の中でも営業期間

を確保するための降雪機投資、差別化戦略として、利便性向上のための自動ゲートシステムの
導入やサイドカントリーコース等非圧雪エリアの展開、また、日本のパウダースノーを求める
インバウンドに対する取り組み等を継続してまいりました。

当社グループは新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延以降、海外からの入国制限により
インバウンドが見込まれず、また、少子高齢化によりマーケット規模が縮小する状況にあるた
め、国内の来場者数増加に向けて、キッズや新たなチャネルであるノンスキーヤー向けの取り
組みを重点的に行い、スノーリゾートに来場されるお客様数の長期的な拡大を図る取り組みを
行ってまいりました。具体的には、「NSDキッズプログラム」によるキッズ会員の獲得や、
HAKUBA VALLEY白馬岩岳スノーフィールドにおけるスキーをしない一般観光客の来場者数
の増加など一定の成果が出始めており、引き続きプログラム内容の充実や、ノンスキーヤーの
来場者の増加に係る取り組みの成功事例をグループ内で横展開し、ノンスキーヤーのお客様に
もお楽しみいただくリゾートを目指すことで、ウィンターシーズンにおいても新たなマーケッ
トの拡大を図ってまいります。

また、インバウンドの来場者については、既にコロナ禍前の水準を上回っており、今後も増
加すると予測しております。そのため、インバウンドのスムーズな受入、また各種営業活動や
プロモーションを行うとともに、白馬エリアでの宿泊施設等の不足に対しては、デベロッパー
の誘致、休業宿泊施設の支援や自社開発など、地域と連携し諸問題について解決を図ってまい
ります。

その他、断続的な暖冬小雪や新型コロナウイルス感染症の蔓延をきっかけに、多数の国内ス
キー場の経営環境が厳しくなる中、当社グループへの支援要請が増加しております。そのた
め、当社グループのノウハウを積極的に活用し経営支援する「NSDアライアンス」を展開し、
加入されたみやぎ蔵王えぼしリゾート及びオグナほたかスキー場においては来場者数の増加や
客単価向上やコストの適正化等、加入の効果が見られております。これらの他、今シーズンよ
り丸沼高原スキー場及び糸魚川シーサイドバレースキー場が「NSDキッズプログラム」に参加
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し、来シーズンからは川場スキー場及び白馬岩岳スノーフィールドも同プログラムに参加する
予定です。今後も参加スキー場を拡大させ、大自然の雪山で非日常体験を楽しみ、ウィンター
スポーツに参加するお子様を増やし、また、当社グループの強みを活かした営業支援やコンサ
ルティングを他スキー場に対しても進め、スノー業界の活性化に努めてまいります。

最後に、当社グループのHAKUBA VALLEY白馬岩岳マウンテンリゾートにおいては、
2024-2025ウィンターシーズンにゴンドラのリニューアルが完了する予定です。また、他のグ
ループリゾートにおいても同様に索道施設等のリニューアルに取り組んでまいります。リニュ
ーアルを行うことで、一時的に減価償却費が増加することとなりますが、より魅力的なスノー
リゾートとなり、更なる差別化や競争力の向上が見込めるため、資金調達を行いながら、今後
も成長につながる投資を積極的に実施してまいります。

② 設備投資の状況
当事業年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は2,724,528千円であり

ます。その主なものは索道施設の架替・改修工事、降雪設備の新設・更新、土地の取得、グリ
ーンシーズン事業に関連する施設に対する設備投資であります。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として金融機関より長期借入金として、

2,750,000千円の調達を行いました。また、当社の所要資金として借り入れておりました長期
借入金について、当事業年度中に、520,018千円を返済いたしました。

⑵ 対処すべき課題
当社グループは、スキー場運営においてサービスの向上、顧客満足度の向上を主眼に運営を行

っております。
当社グループでは、外部環境への対応と内部環境の整備を常に考え、特に以下の点については

具体的に対処すべき項目と認識し、今後も引き続き強化する所存です。また、前記の今後の取組
みを実施し、事業の成長を図るとともに、経営体制をより強固なものへ改善していくことも重要
な課題と認識しております。

① 顧客満足度の維持・向上
当社グループでは、顧客満足度が向上するよう努めております。また、顧客対応においては、

マニュアルの充実を図るとともに、継続的な社員教育により能力・モラルの向上を図っておりま
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当事業年度の事業の状況/対処すべき課題/直前３事業年度の財産及び損益の状況

す。特に非日常感を求めて来場されるお客様に対しては、マニュアルの充実・徹底のみならず、
顧客満足度を高めていく基本姿勢を再確認し、充実したサービスを提供するよう心掛けておりま
す。スノー業界においてサービスを重視し、より一層顧客サービスを重視するという概念を強く
もつことにより今後も顧客満足度の維持・向上に常に努めてまいります。

② 安全対策
お客様の安全な輸送のため、安全への取組みについても重点を置いて事業を進めてまいりま

す。索道設備や降雪機器のメンテナンスや更新・新規導入も順次進めてまいります。HAKUBA 
VALLEY白馬岩岳マウンテンリゾートにおいては、索道設備の中心であるゴンドラリフトの新設
工事に着工し、本年12月に完成予定となっております。今後も適切な設備更新投資を行う計画
を立ております。また、設備だけでなく安全管理のための共通ルールの徹底や労働災害防止とよ
り良い職場環境の醸成をはかるため、労働安全衛生マネジメントシステムの適切な運用に取り組
んでおります。

③ 天候に対する対策
ウィンターシーズンにおいては十分な積雪のもとで、スキー場を運営することが事業の根幹を

なすものであります。自然の積雪に恵まれない場合は、当社グループが保有する人工降雪機をフ
ル活用することで、効率的かつ効果的な人工降雪を行い、ウィンターシーズン開始とともに満足
してスキーを楽しんでいただける状況にしてまいります。当社グループのスキー場の一部は、高
い山頂にあり、残雪を利用しウィンターシーズン終盤まで十分なコンディションを維持すること
で、当社グループの優位性を発揮させ、他のスキー場との差別化を図ってまいります。また、悪
天候の場合、お客様が施設利用を取り止めることがあるため、屋内施設やサービスの一層の充実
を図ってまいります。

④ グリーンシーズンの事業の展開
グリーンシーズンにおいては、大自然の眺望を望む展望テラスの建設、大型遊具施設の導入、

キャンプ・グランピング施設の展開など、地域の特性を生かしたリゾート施設の充実を図ること
により、一年を通じた営業体制を整えることでウィンターシーズンに業績が偏重する季節変動リ
スクを分散するとともに、引き続きアウトドア需要にも対応してまいります。

⑤ グループ経営
グループ会社が運営するレンタル専門店の展開、グループ全体での共同告知や営業活動の強

化、効率化による集客増進に加え、レンタル用品、制服および食材等について、スケールメリッ

－ 22 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告

2024/09/19 10:55:20 / 24110603_日本スキー場開発株式会社_招集通知_電子提供措置用

当事業年度の事業の状況/対処すべき課題/直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 16 期
(2021年７月期)

第 17 期
(2022年７月期)

第 18 期
(2023年７月期)

第 19 期
(当連結会計年度)
(2024年７月期)

売 上 高(千円) 4,546,945 5,569,459 6,898,742 8,245,338
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ）(千円) △267,139 345,277 1,077,756 1,554,002
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △480,249 32,046 952,686 1,093,845
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ） (円) △31.21 2.11 62.82 72.02

総 資 産(千円) 6,912,603 7,195,357 7,610,581 10,990,294

純 資 産(千円) 5,108,954 5,064,153 5,918,034 7,059,702

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 319.89 315.01 370.96 438.40

トを活かした集中購買、メンテナンス部品等の取得等の費用面の改善により、シナジー効果を積
極的に享受できるようにしてまいります。また、グループガバナンス経営を強化すべく、コンプ
ライアンス教育の推進や内部統制システムの強化を図ってまいります。

⑥ 今後のスキー場の取得
当社グループでは、創業以来国内におけるスキー場において、強みや特徴を有するスキー場を

取得してまいりました。スキー場の取得および取得後の改善につながる活動を継続的に実施し、
当社グループの企業価値を一層高めてまいります。また、当社グループは、魅力的なスキー場を
取得し、事業拡大することを成長戦略の重要な要素と位置づけており、今後も積極的にスキー場
を取得していくとともに、「NSDアライアンス」事業を推進し、地域やスノー業界の活性化に
貢献してまいります。

⑶ 当事業年度及び直前３事業年度の財産および損益の状況

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第17期の期首から適用し
ており、第17期、第18期および第19期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した
後の指標等となっております。
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 に 対 す る
議 決 権 比 率 当 社 と の 取 引 等

日 本 駐 車 場 開 発 ㈱ 699,221千円 69.0％ 特になし

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

㈱ 鹿 島 槍 3,000千円 100.0％ 索道事業の受託、スキー場設備の
賃貸

㈱ 北 志 賀 竜 王 10,000 100.0 竜王スキーパークの運営

川 場 リ ゾ ー ト ㈱ 100,000 99.9 川場スキー場の運営

白 馬 観 光 開 発 ㈱ 100,000 99.2 HAKUBA VALLEY白馬八方尾
根スキー場の運営

栂 池 ゴ ン ド ラ リ フ ト ㈱ 100,000 80.0 HAKUBA VALLEYつがいけマ
ウンテンリゾートの運営

㈱ 岩 岳 リ ゾ ー ト 75,000 86.7 HAKUBA VALLEY白馬岩岳ス
ノーフィールドの運営

㈱ ス パ イ シ ー 10,000 100.0 アウトドア用品のレンタルショッ
プの運営

め い ほ う 高 原 開 発 ㈱ 100,000 80.0 めいほうスキー場の運営

㈱ ハ ー レ ス キ ー リ ゾ ー ト 100,000 83.9 菅平高原スノーリゾートの運営、
宿泊施設の運営

⑷ 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況
　イ．親会社との関係

　ロ．親会社との間の取引に関する事項
　　　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
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主要な事業内容及び営業所

事 業 区 分 事 業 内 容

ス キ ー 場 事 業 スキー場に関する総合コンサルティング

不 動 産 事 業 スキー場周辺に関する不動産開発

本 社 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

㈱ 鹿 島 槍 長野県大町市平袖ノ原20490-4

㈱ 北 志 賀 竜 王 長野県下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11700

川 場 リ ゾ ー ト ㈱ 群馬県利根郡川場村大字谷地2755-2

白 馬 観 光 開 発 ㈱ 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

栂 池 ゴ ン ド ラ リ フ ト ㈱ 長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

㈱ 岩 岳 リ ゾ ー ト 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

㈱ ス パ イ シ ー 長野県北安曇郡白馬村大字北城和田野4672-3

め い ほ う 高 原 開 発 ㈱ 岐阜県郡上市明宝奥住字水沢上3447-1

㈱ ハ ー レ ス キ ー リ ゾ ー ト 長野県上田市菅平高原1223-146

⑸ 主要な事業内容（2024年７月31日現在）

（注）当事業年度において、スキー場周辺に関する不動産開発事業を担う専任部署を新設し、不動産事業を開始
しております。不動産事業の本格化に伴い、当事業年度より有形固定資産に含めておりました土地、建物
等の一部を販売用不動産に振り替えており、また、2025年７月期より不動産の販売については売上高に計
上してまいります。

⑹ 主要な営業所（2024年７月31日現在）
① 当社

② 子会社
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使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

89（0）名 △2（0）名 35.6歳 3.3年

⑺ 使用人の状況（2024年７月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況　233（480）名
（注）１. 使用人数は就業人員数であり、契約社員およびアルバイトは（　）内に年間の平均人員を外数で

記載しております。
２. 当社グループはスキー場事業が主であり、実質的に単一セグメントであるため、セグメント別の
記載はしておりません。

② 当社の使用人の状況

（注） 使用人数は就業人員（当社から当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社への出向者
を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマーおよびアルバイトでありま
す。）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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株式の状況

① 発行可能株式総数 32,000,000株
② 発行済株式の総数 16,002,900株（うち自己株式777,449株）
③ 株主数 7,822名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日本駐車場開発㈱ 10,497,400株 68.95％

OKASAN INTERNATIONAL (ASIA) LIMITED 400,000 2.63

鈴木　周平 264,017 1.73

MSIP　CLIENT　SECURITIES 189,100 1.24

宇津井　高時 184,000 1.21

HOTEL　LOTTE　CO., LTD. 133,200 0.87

野村證券㈱ 128,048 0.84

㈱日本カストディ銀行（信託口） 98,300 0.65

高梨　光 74,853 0.49

水本　雅也 65,500 0.43

２. 会社の現況
⑴ 株式の状況（2024年７月31日現在）

④ 大株主

（注）持株比率は自己株式(777,449株)を控除して計算しております。また、自己株式は上記大株主に含めてお
　　　りません。
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会社役員の状況

会社における
地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 周 平
㈱北志賀竜王取締役
白馬観光開発㈱取締役
㈱鹿島槍取締役

取 締 役 岩 本 竜 二 郎
㈱鹿島槍代表取締役社長
㈱岩岳リゾート取締役
栂池ゴンドラリフト㈱取締役会長
㈱ハーレスキーリゾート取締役

取 締 役 渥 美 謙 介
日本駐車場開発㈱常務取締役管理本部長
スマートグリーンエネルギー㈱代表取締役社長
スマートグリーンエネルギー那須㈱代表取締役社長
スマートグリーンエネルギー片品㈱代表取締役社長

取 締 役 伊 藤 裕 司 ㈱WINgs代表取締役
㈱AILE取締役

取 締 役 高 柳 寛 樹

アロワナパートナーズ㈱代表取締役CEO
㈱高寿商事取締役ファウンダー
立教池袋中学高等学校／特別兼任講師
ガーディアン・アドバイザーズ㈱パートナー兼IT前提
経営アーキテクト
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 客員准教授
社会学部メディア社会学科(兼担)

取 締 役 草 本 朋 子 （学）白馬インターナショナルスクール 理事長

取 締 役 荒 木 隆 司 ㈱インテラセット代表取締役
日本テーマパーク開発㈱社外取締役

常 勤 監 査 役 竹 田 正 幸

監 査 役 瀬 戸 卓 瀬戸卓公認会計士事務所所長
かなで監査法人パートナー

監 査 役 吉 川 愛

ベストリハ㈱社外監査役
ジャパンバンラインズ㈱社外監査役
ジャパンエンジニアリング㈱社外監査役
ワイエスエージェンシー㈱社外監査役
㈱パンクチュアル社外監査役
アームエムトラスト㈱社外監査役

⑵ 会社役員の状況
① 取締役および監査役の状況（2024年７月31日現在）
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会社役員の状況

（注）１. 取締役伊藤裕司氏、高柳寛樹氏、草本朋子氏および荒木隆司氏は、社外取締役であります。
２. 監査役瀬戸卓氏および吉川愛氏は、社外監査役であります。
３. 監査役瀬戸卓氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有し

ております。監査役吉川愛氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有して
おります。

４. 当社は取締役伊藤裕司氏、高柳寛樹氏、草本朋子氏、荒木隆司氏、監査役瀬戸卓氏および吉川愛氏を
㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。

② 取締役および監査役の報酬等
イ．取締役の個人別報酬等の決定に関する方針

当社は、2021年３月８日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にか
かる決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容
の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合している
ことや、任意の指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決
定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
　(ア)　基本方針
　　　当社の取締役の報酬は、会社の経営成績および個人の貢献度ならびに期待される役割に

照らした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水
準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬として
の基本報酬及び業績連動報酬兼非金銭報酬であるストック・オプション等により構成し、
社外取締役については、その独立性の観点から、ストック・オプション等の非金銭報酬等
の付与はせず、基本報酬のみを支払うこととする。

　(イ)　基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定方針（報酬等を与える時期を含
む。）

　　　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社価値増大へのインセンティブが
高められ、有能な人材を確保し得る水準を考慮して、社外取締役３名を含む６名の取締役
で構成する任意の報酬委員会（以下「報酬委員会」という。）で協議の上、取締役会にお
いて決定する。なお、年度途中において、基本報酬を変更する必要が生じた場合も同様
に、報酬委員会で協議の上、取締役会において決定する。

　(ウ)　業績連動報酬兼非金銭報酬等の内容およびその額の算定方法の決定方針(報酬等を与え
る時期・条件決定を含む。)

　　　業績連動報酬兼非金銭報酬等は、主にストック・オプションとし、取締役の業績向上に
対する意欲や士気を一層高めることを目的として、当社の新株予約権を発行付与するもの
とする。
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会社役員の状況

区　　分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬
業績連動報酬兼
非金銭報酬等

取　締　役
（うち社外取締役）

62,062
(15,350)

57,135
(15,350)

4,927
(－)

6
(4)

監　査　役
（うち社外監査役）

11,120
(4,520)

11,120
(4,520)

－
(－)

4
(3)

合　　　計
（うち社外役員）

73,182
(19,870)

68,255
(19,870)

4,927
(－)

10
(7)

　　　毎年、当社定時株主総会において、前期の営業利益等を考慮の上、当期における当社お
よび当社子会社の役員および従業員に対するストック・オプションの付与総数を決定する
ものとし、当社の各取締役に対する付与数については、当社および当社子会社の前期業績
並びに当該取締役の前期評価等に鑑み、報酬委員会で協議の上、取締役会において決定す
る。また、上記の目的を達成するため、ストック・オプション以外の非金銭報酬等の導入
についても毎年検討するものとする。

　(エ)　金銭報酬または業績連動報酬兼非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等に対する割合
の決定方針

　　　業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、業績貢献などを
踏まえ、報酬委員会で協議の上、会社価値増大へのインセンティブが高められるよう最も
適切な割合を、取締役会が決定する。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 上表には、2023年10月21日開催の第18回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名（うち
社外監査役１名）を含んでおります。また、無報酬の取締役１名（うち社外取締役０名）を含んでお
りません。

２．取締役の報酬等の総額には、当社子会社負担分の次の金額は含まれておりません。
　　　　　・取締役１名　6,337千円

３．業績連動報酬兼非金銭報酬等の内容は当社のストック・オプションであり、割当ての際の条件等は
「イ．取締役の個人別報酬等の決定に関する方針(ウ)業績連動報酬兼非金銭報酬等の内容およびその
額の算定方法の決定方針」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は、当社第19
回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に
記載しない事項）「（3）新株予約権等の状況①当事業年度の末日において当社役員が保有している
職務執行の対価として交付された新株予約権の状況」に、第６回新株予約権として記載しておりま
す。

４．業績連動報酬兼非金銭報酬等の総額には、ストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に
係る当事業年度における費用計上額として、次の金額が含まれております。
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会社役員の状況

　　　　　・取締役２名　4,928千円
５．取締役の報酬限度額は、2014年10月28日開催の第９回定時株主総会において年額150百万円以内と

決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、７名です。
６．監査役の報酬限度額は、2006年２月28日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内と決議して

おります。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、１名です。

③ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役伊藤裕司氏は、㈱WINgsの代表取締役および㈱AILEの取締役であります。当社と
各兼職先との間には特別な関係はありません。

・取締役高柳寛樹氏は、アロワナパートナーズ㈱の代表取締役CEO、㈱高寿商事の取締役
ファウンダー、立教池袋中学高等学校の特別兼任講師、ガーディアン・アドバイザーズ㈱
のパートナー兼IT前提経営アーキテクト、立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 客員
准教授社会学部メディア社会学科を兼担されています。当社と各兼職先との間には特別な
関係はありません。

・取締役草本朋子氏は、（学）白馬インターナショナルスクールの理事長であります。当社
と兼職先との間には特別な関係はありません。

・取締役荒木隆司氏は、㈱インテラセット代表取締役および日本テーマパーク開発㈱の社外
取締役であります。当社と㈱インテラセットとの間には特別な関係はありません。なお、
日本テーマパーク開発㈱は当社の兄弟会社となります。

・監査役瀬戸卓氏は、瀬戸卓公認会計士事務所所長およびかなで監査法人のパートナーであ
ります。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

・監査役吉川愛氏は、ベストリハ㈱、ジャパンバンラインズ㈱、ジャパンエンジニアリング
㈱、ワイエスエージェンシー㈱、㈱パンクチュアルおよびアームエムトラスト㈱の社外監
査役であります。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

－ 31 －



2024/09/19 10:55:20 / 24110603_日本スキー場開発株式会社_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

会 社 に お け る
地 位 氏　　名 出席状況、発言状況および社外取締役に期待

さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取 締 役 伊 藤 裕 司

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いた
しました。主に経営戦略、金融・ファイナンスについて
の専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定
の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たし
ております。また、任意の指名・報酬委員として、当該
事業年度に開催された各１回の委員会の全てに出席し、
客観的・中立的な立場で当社の役員候補の選定や役員報
酬等の決定過程における監督機能を担っております。

取 締 役 高 柳 寛 樹

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いた
しました。主に会社経営者及びスキーヤーとして、ま
た、デジタルトランスフォーメーション（DX）について
専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の
妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして
おります。また、任意の報酬委員として、当該事業年度
に開催された全１回の委員会に出席し、客観的・中立的
な立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能
を担っております。

取 締 役 草 本 朋 子

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いた
しました。金融・ファイナンスおよび海外事業、並びに
ESG・サスティナビリティについて専門的な立場から監
督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確
保するための適切な役割を果たしております。また、任
意の報酬委員として、当該事業年度に開催された全１回
の委員会に出席し、客観的・中立的な立場で当社の役員
報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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会社役員の状況

会 社 に お け る
地 位 氏　　名 出席状況、発言状況および社外取締役に期待

さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取 締 役 荒 木 隆 司

2023年10月21日就任以降、当該事業年度に開催された
取締役会10回の全てに出席いたしました。主に会社経営
者として、また、インターネットサービスや総合エンタ
ーテイメント事業等についての専門的な立場から監督、
助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための適切な役割を果たしております。また、任意の
指名委員として、当該事業年度に開催された全１回の委
員会に出席し、客観的・中立的な立場で当社の役員候補
の選定等の決定過程における監督機能を担っておりま
す。

監 査 役 瀬 戸 卓

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に、ま
た監査役会17回のうち16回に出席いたしました。公認会
計士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための発言を行っております。
また、監査役会において、当社の会計並びに財務面等に
ついて適宜、必要な発言を行っております。

監 査 役 吉 川 愛

2023年10月21日就任以降、当事業年度に開催された取
締役会10回の全てに、また監査役会13回の全てに出席い
たしました。弁護士としての専門的見地から、取締役会
において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための発言を行っています。また、監査役会におい
て、当社のコンプライアンス体制等についての適宜、必
要な発言を行っております。

（注）書面決議による取締役会の回数は含めておりません。
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 38,300千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 38,300千円

⑶ 会計監査人の状況
① 名称　有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討して報酬の妥当性を判
断し、報酬額に同意しております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら
れる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

　流　　 動　　 資　　 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
棚 卸 資 産
そ の 他

　固　　 定　　 資　　 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

　

4,046,705
3,141,302
253,642
369,508
282,251

6,943,589
6,498,789
1,870,692
1,581,778
109,599
215,604
876,628
1,844,485
20,898
20,898

423,901
9,459

294,644
119,796

　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
　流　　 動　　 負　　 債 1,504,659

買 掛 金 37,873
1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 448,222

未 払 金 191,736
リ ー ス 債 務 33,292
未 払 消 費 税 等 145,504
未 払 法 人 税 等 209,947
賞 与 引 当 金 69,637
そ の 他 368,445

　固　　 定　　 負　　 債 2,425,932
長 期 借 入 金 2,341,760
リ ー ス 債 務 40,791
繰 延 税 金 負 債 38,381
そ の 他 5,000

負 債 合 計 3,930,592
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 6,674,792
資 本 金 1,001,013
資 本 剰 余 金 1,418,142
利 益 剰 余 金 4,814,087
自 己 株 式 △558,450

新 株 予 約 権 49,323
非 支 配 株 主 持 分 335,586
純 資 産 合 計 7,059,702

資 産 合 計 10,990,294 負 債 純 資 産 合 計 10,990,294

連 結 貸 借 対 照 表
（2024年７月31日現在）

（単位：千円）
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連結損益計算書

( 2023年 8 月 1 日から
2024年 7 月31日まで )

科 目 金 額 科 目 金 額
売 上 高 8,245,338 特 別 利 益

売 上 原 価 4,688,495 固 定 資 産 売 却 益 324

売 上 総 利 益 3,556,842 新 株 予 約 権 戻 入 益 875 1,199

販売費及び一般管理費 2,004,386 特 別 損 失

営 業 利 益 1,552,455 固 定 資 産 除 却 損 18,429 18,429

営 業 外 収 益 税 金 等 調 整 前
当 期 純 利 益 1,536,773

受 取 利 息 150 法人税、住民税及び
事 業 税 332,665

受 取 保 険 金 1,569 法 人 税 等 調 整 額 637 333,302

預 り 金 戻 入 額 15,573 当 期 純 利 益 1,203,470

助 成 金 収 入 10,587 非支配株主に帰属す
る 当 期 純 利 益 109,625

そ の 他 3,697 31,578 親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益 1,093,845

営 業 外 費 用

支 払 利 息 22,112

寄 付 金 2,355

そ の 他 5,563 30,030

経 常 利 益 1,554,002

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2024年９月13日

　日本スキー場開発株式会社
　　　取　締　役　会　御　中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東　京　事　務　所
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 武 井 雄 次

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 水 野 博 嗣

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日本スキー場開発株式会社の2023年8月1日から2024年7月31日までの連結会計年
度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本スキー場開発株式
会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任
は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監
査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意
見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類
又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められ
ている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我
が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示
する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 37 －
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連結会計監査報告

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は
誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、
職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の
前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立
性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にま
で軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 38 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

常 勤 監 査 役 竹 田 正 幸
監 査 役 瀬 戸 卓
監 査 役 吉 川 愛

当監査役会は、2023年8月1日から2024年7月31日までの第19期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した
監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会

計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用

人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、

重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子
会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第
100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する
ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容

及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年9月18日
日本スキー場開発株式会社　監査役会

（注）監査役瀬戸卓及び監査役吉川愛は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

監査役会の監査報告

以　上
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地図

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：長野県長野市南石堂町1346
ホテルメトロポリタン長野 2階 「千曲」
（長野駅ビル直結 徒歩約3分）
TEL 026－291－7000
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交　通
● お車でお越しの場合

上信越自動車道「長野」ICまたは「須坂長野東」ICより約20～25分
● 電車でお越しの場合

・「東京」駅よりJR北陸新幹線はくたかで最寄りの「長野」駅まで約94分
・「名古屋」駅よりJR特急ワイドビューしなので最寄りの「長野」駅まで約178分

（注）・ ホテルの契約駐車場はございませんので、近隣の有料駐車場のご利用をお願いいたします。
・ 上記所要時間は可能な限り最短の時間となります。


